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欧州電池規則案の概要

最終処分

責任ある調達【経済事業者】（２０２５年以降）
• 調達方針の策定、第三者認証の取得
• サプライチェーンの管理体制構築
• 社会・環境リスクの特定、対策実施

カーボンフットプリント 【製造者】
• カーボンフットプリント表示（２０２４年下半期以降）
• 基準値以下の証明（２０２７年下半期以降）

リサイクル材料の使用 【製造者】
• Co12％、Pb85％、Li４％、Ni４％（２０３０年）

• Co20％、Pb85％、Li10％、Ni12％（２０３５年）

性能や耐久性の確保【製造者】
• 定格容量、電力、内部抵抗、ラウンドトリッ

プ効率、予想寿命等を記載した文書の添付
（２０２３年）

EV電池の適正な二次利用の推進【経済事業者】
• 検査、性能試験、梱包及び輸送を適切な品質管理

と安全指示に従い実施し、関連法規準拠を保証
• 二次利用対象の電池を販売する経済事業者はそ

の生産者と見なされ、EPRを負う

電池の回収【生産者】
• 回収、輸送、処理、リサイクル等の費用負担
• 消費者及び回収システムより無料回収し、処理施設に引き渡す

材料の回収
【生産者】
• 回収、輸送、処理、リサイクル等の費用

負担

【リサイクル事業者】
リサイクル率：

• 鉛蓄電池75％、LiB65％、
NiCd75％、その他50％（２０２５年）

• 鉛蓄電池80％、LiB70％（２０３０年）
材料回収：
• Co90％、Cu90％、Pb90％、

Li35％、Ni90％（２０２６年）
• Co95％、Cu95％、Pb95％、

Li70％、Ni95％（２０３０年）

生産者と二次利用者の責任分担【生産者】
• 実際の負担に基づき、回収、輸送、処理、リサ

イクル等の費用を分担

注釈）経済事業者(economic  operator) ：電池の製造、再利用又は二次利用の準備、二次利用又は再製造、供給又はオンライン含む販売又はサービス提供に関する義務の対象となる製造者、正式な代表者、

輸入者、販売者又はサービス提供者、又はあらゆる人又は法人、 生産者 (producer)：指令2011/83/EU第2条第7項に規定する遠隔契約を含め、使用する販売手法に関わらず、加盟国内で電池を販

売する、製造者、輸入者、販売者、その他の人又は法人、 製造者（manufacturer ）：電池を製造する、又は電池を設計又は製造し、その名称又は商標により販売又はサービス提供する人又は法人

出所）欧州電池規則改正案（https : //data .cons i l ium.europa .eu/doc/document/ST -7103-2022-REV-1/en/pdf ）に基づき株式会社三菱総合研究所作成（ 2022年10月27日閲覧）

※期日は2022年に規則が採択された場合を示す。


